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国土審議会第７回計画部会 
 
（奥野部会長） それでは定刻になりましたので、ただ今から国土審議会第７回計画部会を

開催いたします。本日はお忙しい中、遠路ご出席いただきましてありがとうございます。 
 最初に事務局から本日の会議の公開について説明させていただき、また会議資料につい

て確認をお願いいたします。 
（国土政策局総合計画課長） 当部会は国土審議会運営規則に従い、会議・議事録ともに原

則公開とされており、本日の会議も一般の方々に傍聴いただいております。この点につきま

してあらかじめご了承くださいますようお願いいたします。 
 なお現時点の出席委員は１２名でございまして、定足数を満たしておりますことを念の

ため申し添えます。 
 次に議事に先立ちましてお手元の資料の確認をさせていただきます。議事次第、座席表と

ありまして、資料１が国土審議会計画部会委員名簿。資料２が新たな国土形成計画（全国計

画）の中間とりまとめ案。資料３が第５次国土利用計画（全国計画）の骨子案。資料４が計

画部会の検討スケジュール。このほかに参考資料といたしまして、前回第６回の計画部会の

意見要旨をお付けをしてございます。 
 それからダブルクリップにとめていない外になると思いますけれども、岡部委員から資

料のご提出がございましたので、あわせてお配りをさせていただいてございます。 
 以上の資料について不備がございましたら事務局までお知らせいただければと思います。 
（奥野部会長） それでは本日の議事に入ります。カメラによる撮影はここまでとさせてい

ただきますのでご協力をお願い申し上げます。 
 お手元の議事次第にありますように、本日の議題は、新たな国土形成計画（全国計画）中

間とりまとめ（案）について。それから第５次国土利用計画（全国計画）骨子（案）につい

てであります。 
 まず議題の１について事務局から説明をお願いいたします。 
（国土政策局総合計画課長） それではご説明をいたします。資料２－１、資料２－２でご

説明をさせていただきます。 
 先般、第６回の計画部会におきまして中間整理のご議論いただきまして、今年１月に公表

させていただきましたけれども、その中間整理は第３章の部分は箇条書になってございま

した。それを文章に書き起こしたものが今日お配りしております資料２－２の中間とりま

とめということでございます。 
 資料２－１はそれの概要ということで作成をさせていただいております。 
 資料２－２でご説明いたしますけれども、文字を追っておりますと全体像が分からなく

なりますので、資料２－１も適宜参照しながらご説明をできればと思ってございます。 
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 まず資料２－２のほうの目次をご覧ください。 
 第１章国土に係る状況の変化、それから第２章国土の基本構想。ここにつきましては昨年

にご議論いただきました文章にしたものに皆様方、委員の先生方のご意見を盛り込みなが

ら作成しておりますのでほとんど変わってございませんが、一部第１章の第１節（６）の技

術革新のところにつきましては、中間整理公表後、ＩＣＴを中心に書かせていただいており

ましたけれども、そのほかの技術革新についても十分に配慮し書くべきだというご意見が

ございましたので、ちょっと追加をさせていただいてございます。 
 それから第５節の（２）でございますけれども、第１章と第２章の繋がりが若干分かりに

くかったものですから、第２章の頭に書いていたものを第１章第５節にもってきまして、更

に国土づくりの目標ということで目標を明確に３つ書かせていただいてございます。あと

でご説明をさせていただきます。 
 それから第２章につきましてはほぼ変わってございません。 
 第１章、第２章につきましては時間の関係もございますので、変わった主な点だけご説明

をさせていただきながら、次第３章の具体的方向性についてご説明をさせていただきたい

というふうに思ってございます。 
 ではまず第１章でございます。ちょっと飛ばしまして４ページをお開きいただければと

思います。概要の資料２－１では１枚目でございますけれども。 
 先ほど申しましたとおり（６）の技術革新のところでございますが、ＩＣＴを中心に書か

せていただいてございましたが、もちろんＩＣＴの技術革新、重要でございますので、２パ

ラ目、例えばとありますけれども、ＩＣＴを活用してテレワーク、遠隔教育、遠隔医療の普

及等々がする可能性があるというようなことを引き続き書かせていただいておりますが、

更に加えましてそこの２パラ目の４行目の後ろのほうにございますけれども、ロボット技

術を応用したロボットスーツ等の開発により、介護従事者の負担軽減とか、高齢者の自立支

援の促進が期待できるんじゃないかとか。 
 あるいは自動車の自動運転の話。これは佐々木委員からも何度かご指摘ございましたけ

れどもその話とか。あるいは水素燃料電池の普及のお話。それからメタンハイドレートの活

用等のことも書かせていただいてございます。 
 それから５ページにまいりましてリニア中央新幹線の可能性のことを書かせていただい

ております。 
 それから最後のパラグラフにつきましては宇宙技術を活用した大規模災害等に対する予

防及び対応能力の向上ということで、宇宙にも目配せをして書かせていただいてございま

す。 
 それからページ飛びまして、７ページをご覧ください。最後第５節のところでございます。

年末にまち・ひと・しごと創生長期ビジョンが閣議決定をされましたので、そこで提示され

ました将来像をここにも書かせていただいてございます。 
 ７ページ一番最後の行でございますが、若い世代の結婚・子育ての希望が実現すると、出
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生率は１．８程度に向上し、更に、次のページにいきまして、政策の効果により人口置換水

準が達成されるケースを想定して、２０６０年に１億人程度の人口が確保されるとしてご

ざいます。 
 そういうことを踏まえまして国土づくりの目標として（２）ということで起こさせていた

だいております。 
 文章自体は元々第２章の頭にあったものを持ってきたりしてございますけれども、国土

づくりの目標として３つ明示をさせていただきました。 
 ①安全で、豊かさを実感することのできる国、②経済成長を続ける活力ある国、③国際社

会の中で存在感を発揮する国と。 
 こういう目標を達成するために第２章にいきまして、対流促進型国土ということを作っ

ていくんだというような、そういう流れになってございます。 
 第２章の部分の国土の基本構想であります対流促進型国土、それからそれを支えますコ

ンパクト＋ネットワークというところは変わってございません。 
 ということで第２章の説明はちょっと省略をさせていただきます。 
 第３章でございます。資料２－２の１８ページでございますが、ここは箇条書していたも

のを文章に起こさせていただいてございます。 
 資料２－１の概要の３枚目、ページ打ってなくて恐縮ですが、３枚目からがこの第３章に

対応する部分でございます。 
 第３章につきましては３つの節に分かれてございまして、１つ目はローカルに輝き、グロ

ーバルに羽ばたく国土。１８ページでございます。 
 それから２つ目の節が、３３ページでございますが、安全・安心と経済成長を支える国土

の管理と国土基盤。 
 第３節が４５ページでございますが、国土づくりを支える参画と連携。 
 すいません４つですね、第４節までありました。 
 第４節横断的な視点。４８ページでございます。 
 まず第１節の１８ページでございますけれども、ローカルに輝き、グローバルに羽ばたく

国土ということで１８ページでございますが。 
 その第１節と書いた下にございますように、人口減少地域の住民の生活を守り、「住み続

けられる国土」を維持していくことが重要。それから我が国の経済成長を支える「稼げる国

土」の形成を進めることが必要であるということで文章起こしてございます。 
 まず（１）でございます。個性ある地方の創生。地方圏のことを中心に書かせていただい

てございます。これは概要の３枚目でございますけれども。 
 地方の創生につきまして①目指すべき地方の姿ということで３つの視点と言いますか、

実現すべきことを書かせていただいてございます。 
 １８ページの下から４行目辺り、（ａ）地域住民が「豊かさ」を実感できること（ｂ）地

域が自立的であること（ｃ）地域が安定的で持続可能であることの３点を実現する地域づく
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りを目指すということで整理をさせていただいております。 
 １９ページにまいりまして②地域構造の将来像。まち・ひと・しごとというその３点から

書かせて（いただいて）ございます。②はまち、地域構造の問題でございますが。地域構造

の将来像につきましては、そこの２行目にありますように、各地域が知恵を絞って自らの将

来像を構造的に考えることが何よりも重要であると。 
 「コンパクト＋ネットワークの考え方」を基礎といたしまして、多層的な地域構造を構築

するということで、規模によりまして３つに分けて書かせていただいてございます。 
 １つ目は「小さな拠点」でございます。１９ページ下のところです。 
 それから次の２０ページにいきまして「コンパクトシティ」。 
 それからその下に地域間連携による経済・生活圏の形成ということで、２パラ目にござい

ますように、一定規模以上の人口・経済を擁する都市圏につきましては、「連携中枢都市圏」

の形成を促進するということでございます。 
 概念的には国土のグランドデザインで書いておりました高次地方都市連合の概念を、各

省等との施策等の調整等で名前変わっておりますが、基本的には同じような考え方で連携

中枢都市圏の形成というふうに続けさせていただいてございます。 
 それからその他の都市圏につきましては「定住自立圏」の形成を促進するということで、

地域間連携による経済生活圏の形成ということで位置付けさせていただいてございます。 
 それから２１ページにまいりまして③「しごと」の関係でございます。 
 １つ目は移輸出型産業の競争力の強化ということで、地域が外から外貨を稼いでくる、そ

ういう産業の競争強化ということも図っていくということで３つ書いてございます。製造

業それから農林水産業、観光。そこを重点的に書かせていただいてございます。 
 ２２ページにまいりまして、地方でのイノベーションの創出、新しい産業の創出等々につ

いて位置付けをさせていただいてございます。 
 それから２２ページの下、地域密着型産業、地域消費型産業の生産性の向上ということも

書かせていただいてございます。 
 それから２３ページ④でございます。「人の対流」ということで。これひとの部分でござ

いますけれども。 
 そこの説明の段落の一番下にありますとおり、「人口の地域的偏在を是正しバランスの取

れた人口分布を達成しつつ、地域間での人の動きが双方向にかつダイナミックに行われる

国土、すなわち人が対流する国土を形成することにより、地方の活力を維持し、我が国の持

続的な成長を実現する」ということを目指してやっていくんだということを宣言してござ

いまして、「人の対流」の原動力となる個性を磨くということでございますね。ということ

を書かせていただいてございます。 
 ２３ページの下から３行目にありますように、地域資源を改めて見つめ直し、最大限活用

しながら、地域の強みや魅力を磨き上げて、各地域が主体となってそういうことを行ってい

くということを宣言させていただいてございます。 
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 それから２４ページにひとの関係で地方への移住・住み替え、それから「二地域居住」、

「二地域生活・就労」のお話。それから若者が地方で住み続けられる環境の整備ということ

を書かせていただいてございます。 
 それから２４ページの一番下から２５ページにかけまして、集落の生活の維持というこ

とで、集落の産業というのはそれぞれ分業体制が成立しているわけではなくて、多業による

生活が主でありますので、そういうことを積極的に評価して集落での生活を維持していけ

るのではないかという可能性も指摘してございます。 
 それから東京オリンピック・パラリンピックを契機とした地域活性化ということで東京

オリンピック・パラリンピックの効果を東京だけではなくて全国に広く波及させていくこ

とが必要であるということも書かせていただいてございます。 
 以上が（１）の地方の創生でございまして、（２）大都市圏の整備ということでございま

す。ちょっと時間がなくなってきました。ちょっと飛ばします。 
 概要版の４ページ目が大都市圏の整備の関係でございます。 
 まず１つ目、資料２－２の２６ページでございますが、大都市圏というのはやはり我が国

の国際競争力を背負って立つと言いますか、主要なエンジンの一翼を担っていただかない

といけませんので、国内外のヒト、モノ、カネ、情報が対流する「創造の場」ということで

そういう整備を進めていくということ。 
 そういう趣旨の下で東京圏、それから関西圏、名古屋圏それぞれ別々に方向を書かせてい

ただいてございます。 
 それから②番でございますが、こちらは安全・安心ということで、特に防災・減災対策、

災害の対策を推進するということ。それから環境共生型の都市構造の形成を図るというこ

と。それから高齢者が急増いたしますのでそれに対するまちづくり、地域包括ケアとコンパ

クトなまちづくりを一体的に推進するということを書かせていただいてございます。 
 ３つ目、２７ページの真ん中辺りでございますが、安心して子供を産み育てられるための

環境整備ということで、大都市におきましては出生率が低いということもございますので、

子育て環境の整備ということも書かせていただいてございます。 
 続きまして（３）、３つ目でございます。グローバル化、国際化の問題でございます。２

７ページの下からでございます。概要版でいきますと５枚目でございますが。 
 ここは５つ書かせていただいてございます。 
 ①でございます。２８ページでございますが。日本の企業の国際競争力を強化をして、技

術力を強化をして外へ出ていっていただくということ。それからそういう成長産業、新しい

成長産業の形成を誘導するための国土計画ということで書かせていただいてございます。 
 ②番、２９ページでございますが。今度は海外から日本に投資をしていただくための環境

整備ということでございまして、グローバル企業が国内で仕事がしやすいように、世界ナン

バーワンの、世界最高クラスの事業環境を整備するということも書かせていただいており

ますが、そういうことが②番でございます。 
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 それから③番、グローバルな「対流」の促進ということで４つの主要国際空港、そのほか

空港の整備の話が２９ページの下にございますし、３０ページにまいりまして国際物流ネ

ットワークの強化ということで物流網の構築ということを書かせていただいてございます。 
 それから国土グランドデザインでも書かせていただきましたとおり、東アジア等のユー

ラシアダイナミズムを取り込むためのゲートウェイ機能の強化と日本海・太平洋２面活用

型国土の形成を目指していくということを書かせていただいてございます。３０ページの

真ん中辺りでございます。 
 次４つ目でございますけれども、これはスーパー・メガリージョンの話でございまして、

３大都市圏がリニア中央新幹線で繋がるということで、３大都市圏がそれぞれの特色を発

揮しつつ一体化して、世界を先導していくようなスーパー・メガリージョンの形成をしてい

くということを３１ページの頭辺りに書かせていただいてございます。 
 それからそのスーパー・メガリージョンの効果を全国に拡大するための取組についても

書かせていただいてございます。 
 それから５番目でございますが、５番目は観光でございます。２０２０年、東京オリンピ

ック・パラリンピックを１つの通過点としつつ、長期を見通した戦略的な取組を推進してい

くということ。 
 それから３２ページにまいりまして訪日外国人旅行者の満足度を一層高めるような受入

環境の整備でございます。 
 それから地域の魅力ある観光資源、そういうことを世界に発信していく、磨き上げて発信

していくというふうなことも書かせていただいてございますし、３３ページにはＭＩＣＥ

の誘致・開催強化を進めながらアジア諸国を中心に、成長著しいビジネス需要を日本に取り

込むということも書かせていただいてございます。 
 以上が第１節の地方の創生、大都市圏の整備それから国際化への対応ということでござ

います。 
 ３３ページの第２節のところは、安全・安心と経済成長を支える国土の管理と国土基盤。

防災対策、国土保全、環境対策それからインフラの整備ということの内容でございます。 
 ３３ページ（１）災害に対し粘り強くしなやかな国土の構築ということで、概要版の６ペ

ージ目でございますけれども、災害対応、防災・減災、国土強靭化は最も重要な取組の１つ

ということで重点的に書かせていただいてございます。 
 ここは中間整理では（１）と（２）同じ枠で書いてございましたが、災害のところちょっ

と強調したいということで、ひとつ（１）ということで位置付けをちょっと上げてございま

す。 
 ３４ページ具体的に書いてございますけれども、ハード対策とソフト対策を適切に組み

合わせて、重点化を図りながら防災・減災対策を進めるとか。リスクの高い都市の防災・減

災対策を強力に推進する。あるいは諸機能ネットワークのリダンダンシーの確保等々を書

かせていただいてございます。 
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 それから３５ページにまいりまして自助と共助を強化するということ。それを支える公

助ということで書かせていただいて。特に公助につきましてはタイムラインの策定とか非

難訓練の実施等ということで書かせていただいてございます。 
 それから（２）番でございます。これは国土保全と自然環境の保全ということを書かせて

いただいてございますが、３５ページの下のほうでございます。 
 ３６ページにまいりまして国土の保全が①番でございますけれども、食料の安定供給に

不可欠な農用地の確保。それから国土保全、水源の涵養等に重要な役割を果たす森林の整

備・保全。それから３７ページにいきまして健全な水循環の維持・回復ということ書かせて

いただいております。 
 それから開発圧力が収まってくるということもありまして土地有効利用の促進というこ

とでございます。特に低・未利用地や空き家の有効活用を進めていきますとか、地籍整備の

推進が特に重要であるとかっていうことを書かせていただいてございます。 
 それから３７ページの下等の美しい景観の保全ということも触れさせていただいてござ

います。 
 ３８ページにまいりまして②でございますけれども、ここは環境保全の問題でございま

す。生物多様性の確保の話。それから食料、エネルギー、資源の安定確保の話を書かせてい

ただいてございます。 
 ３９ページにまいりまして、地球温暖化の問題も書かせていただいてございます。 
 それから③番は海洋・海域の保全と利活用ということでございまして、海洋も国土の一部

だということでございますので、海洋の資源等々を活用した海洋再生エネルギーの開発と

か、海洋環境保全のための技術開発を進めていくということを書かせていただいてござい

ます。 
 それから４０ページにまいりまして国民の参加による国土管理ということで、国土の国

民的経営ということを今の計画でも書かせていただいておりますが、それも引き続き進め

ていくということ。 
 更に４０ページの④番のところの頭書きにありますけれども、人口減少や財政制約が継

続する中で、全ての土地について、これまでと同様に労力や費用を投下し管理することは恐

らく困難になっていくだろうということで、そういうことで複合的な効果をもたらす施策、

防災だけあるいは国土保全だけということで分けて考えるんではなくて、それぞれの効果

をもたらすような施策を効果的に推進していくことが重要ではないかということと。 
 それから国土の選択的利用ということで、開発圧力が低下していく中で、国土を選択的に

利用することによって、より安全、快適、持続可能な国土を形成していくことができるので

はないかということも書かせていただいてございます。 
 ４１ページにまいりまして、多様な主体による国土の国民的経営ということでございま

すので、特にやはり複合的な施策を推進しながら国土の選択的利用をやっていくというこ

とは地域住民の方々の、地域におられる方々がどういうような土地利用をしていくかとい
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うことを自ら考えて進めていくことが必要でありますので、そういう意味での国民的経営

ということを更に進めていくということを書かせていただいてございます。 
 （２）番、インフラの国土基盤特にインフラの整備を中心に書かせていただいてございま

す。 
 ４２ページにまいりまして、これはすいません、２－１の概要の７ページ目でございます

けれども、①番「選択と集中」の徹底の下での社会資本整備ということで、安全・安心イン

フラそれから生活維持インフラ、成長インフラというようなことで整理をしながら、選択と

集中を進めながら必要な社会資本整備を進めていくということを書かせていただいてござ

います。 
 それからエネルギーインフラ。下から５行目ぐらいにありますように、“多層化・多様化

した柔軟なエネルギー需給構造”の実現を目指し、必要なインフラ整備を行うということを

書かせていただいてございます。 
 それから４３ページにまいりまして、情報通信インフラの整備ということで、特に世界最

高レベルの情報通信インフラの整備を進めていくことが必要であるということを書かせて

いただいてございます。 
 それから②番、これは老朽化に対する戦略的メンテナンスの必要性について書かせてい

ただいてございます。「メンテナンスサイクル」の構築でありますとか予防、保全型維持管

理の導入の推進というようなことを書かせていただいてございます。 
 ４４ページまいりまして、③番国土基盤を賢く使うということでございますが。既存のネ

ットワークの機能を最大限に活用したりとか、あるいはインフラに先進技術やシステムを

付加（多機能化）して多面的に活用していくとか、そういう国土基盤を賢く使うということ

を書かせていただいてございます。 
 それから④番、これは国土基盤を支える担い手の確保、それから海外を含めたインフラビ

ジネスの拡大ということでございまして、担い手につきましては中長期的な視点に立った

総合的な人材の確保・育成を促進する。それからインフラビジネスの競争力強化を進める。

ＰＰＰ／ＰＦＩ化を推進するというようなことを書かせていただいてございます。 
 以上が第２節でございます。第３節、４５ページでございますが、今度は国土づくりを支

えるひと、あるいはコミュニティの話でございまして。資料２－１の概要版の８ページ目、

一番最後のページでございます。 
 （１）は担い手の育成ということで、地域を支える担い手の育成。地域の高等教育機関の

果たす役割、それから対流によって、都市で経験を積んで地域づくりの担い手になるという

ようなこともありますので、対流による担い手の育成というようなことも書かせていただ

いてございます。 
 それから若者が希望を持って活躍できる社会。それから４６ページにまいりまして女性

の活躍、高齢者の参画ということも書かせていただいてございます。 
 ４６ページ下のところ（２）共助社会づくりでございます。 
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 ここは４７ページ１行目にございますとおり、共助社会づくりでは、自助、自立を第一と

しつつも、自助、共助、公助のバランスが取れている必要があるということを書かせていた

だいてございまして。更に人口減少が進んで特に公助については財政的制約があるという

ことで、共助に期待される分野が拡大をしてきているということでございます。 
 ですので、多様な主体による共助社会づくりというのを進めていくということでござい

ますが、特にボランティア活動だけではなくて、ソーシャルビジネスということも視野に入

れながら持続可能な形というのを作っていけないかということを書かせていただいてござ

います。 
 それから４７ページの下のところからコミュニティの再生ということで、地域のコミュ

ニティが崩壊しているということでございますので、それを再生しながら、４８ページの３

行目辺りに書いてございますが、子育てや介護を地域で支えることが可能となるような、そ

ういうふうなコミュニティの再生ということができないかということも書かせていただい

てございます。 
 それから４８ページ真ん中辺りから第４節の横断的な視点ということで、項目としては

中間整理でお示しをいたしました時間軸の設定と技術革新、それから民間活力の活用とい

うことを書かせていただいております。 
 すいません、ちょっと長くなりましたが説明は以上でございます。 
 それで最後に岡部委員から、今日ご欠席ということで意見を頂戴してございます。一番下

のほうに付けているちょっと赤字も入った２枚紙のペーパーでございます。 
 岡部委員、年末の部会でもご発言がありましたとおり、緩和策というのが大事なのでそれ

をきちんと書き込まないといけないのではないかということでございましたので、がんば

って書いたつもりではございますけれども、更にご意見をいただきました。適応策と緩和策

ということをきちんと盛り込むべきだということでございます。 
 それからもう１つ、人口減少・高齢化と巨大災害の切迫が大きな２つの課題だというふう

に説明をしてきておりますけれども、人口減少・高齢化と巨大災害というのを性格がそもそ

も異なっているので、分けてきちんと理解すべきではないかというご指摘もいただいてご

ざいます。 
 そこから下の赤で書いたところ、そのほかのところもあれですけれども、赤字で書いたと

ころ、今の文章をこう修正したらどうでしょうかという、恐らくご指摘だと思っておりまし

て、先ほど申しましたように緩和策についてきちんと記入をしていただいておりますので、

こういうことを参考にしながらもう１度考えていきたいかなというふうに思ってございま

す。以上でございます。 
（奥野部会長） ありがとうございました。それではこれにつきましてご意見あるいはご質

問等いただきますが、大西先生が途中で中座されなければいけないということなので最初

にご発言いただけますでしょうか。 
（大西委員） 勝手を申し上げてすいません。全体かなりまとめていただいて、今の時期に
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こういう格好で発表するのが重要だというふうに思います。 
 その意味で今の段階の中間とりまとめ、これをベースになるべく早い時期にこういうこ

とをするということに賛成です。 
 その上で幾つか申し上げたいと思うんですが、２０ページ前後にコンパクトシティにつ

いて、何か所か出てきますが、書いてあります。 
 去年の８月だったと思いますけど内閣府が世論調査をやって、人口問題とか何かを聞い

ているんですが、その中にコンパクトシティに関する質問も２項目ほどあって。ちょっと驚

いたんですが、コンパクトシティに賛成か反対かという割と率直な質問があって、反対とい

うのが３分の２程度、確か６４％くらいが反対なんですね。 
 コンパクトシティのメリットっていうのは、効率的な行政とかあるいは共助社会と言い

ますか、割と近くに住んでお互い助け合えるとか。それから公共交通利用できるとか幾つか

あるというふうに思うんですけど、一方で今住んでいるところを立ち退かなければいけな

いのかとか、あるいはまちの中にいって、なんかこう狭苦しいところに住まなきゃいけない

のかとか、そういう不安もあるんだろうと思うんですね。 
 ですからそこは丁寧に書かないと、みんなマンションに住んでくれというわけではもち

ろんないわけですので、少しそういう説明の丁寧さ、コンパクトシティという言葉だけでは

なかなか国民全体が理解はできていない。そこんところが注意する必要があるというのが

１つです。 
 それから２つ目は、私も名古屋、中部圏の住民になって、ここでメガリージョンの中で中

部圏について書いていただいて、３１ページで取り上げていただいているんですが、ものづ

くりということで非常に重要な役割を果たしていると改めて感じているわけです。 
 やっぱりものづくりの背後に研究開発というのがあるんだろうと。研究開発の項目がち

ょっと３１ページなんかを見ると筑波、関西というのが出てきて。余り中部圏については単

にものを作れということになっているので。 
 やっぱり研究開発が、奥野先生がずっと持論とされていますけれども、ベースにあって、

モノが持続的に作られるということで。研究開発についても中部圏に触れていただくとい

いのかなと。 
 もう１つは感想で短くですが、８ページのところに経済成長について書いていただいて

います。これは条件付で人口の安定化と生産性の向上が図られるとＧＤＰの成長は可能だ

というふうに書いてありますが。なかなか現在の人口の推計からすると、人口が減っていく

のは避けられない。特に生産年齢人口が減っていくとやはり経済の規模そのものに影響を

与える。 
 マイナス成長が規模として続くという事態も考えられると思うので、そのことを今ここ

で書けないというのは分かりますが、そういう縮小する社会の中で快適に、あるいは次のス

テップを目指して力を蓄えるような国土の形成っていう、そういう視点もいろんなところ

で匂わせていくといいのかなというふうに思います。以上です。 
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（奥野部会長） どうもありがとうございました。 
 名古屋大学っていうのはノーベル賞多いんですよ。規模はほんとにちっちゃいんですよ。

東大なんかに比べると国のカネはほんとに使ってないんだけど割と効率的というか。ご理

解いただいてどうもありがとうございます。 
 それではご発言をいただきたいと思います。 
 寺島委員、それから坂村委員の順番で。では寺島委員お願いします。 
（寺島委員） 方向感はこの方向感でもって共有します。この問題意識をこれからどこまで

報告書の中に盛り込めるかという意味で発言しておくわけですけど。 
 １つはやはりアジアダイナミズムと向き合う国土っていう問題意識がまだ弱いっていう

のが僕の率直な印象です。 
 というのは例えば２ページに都市間競争の激化などグローバリゼーションの進展という

ような文脈で、２００８年のリーマンショック後中国の高度成長云々ってなっている中で、

２０１０年日本が抜かれたっていう程度の問題意識になっていますけれども。昨年中国の

ＧＤＰは日本の倍になってしまったんです。 
 しかもいわゆる国の、国民の豊かさを表す指標でのパーヘッドＧＤＰでいくと、昨年日本

は円安反転させたので３万７０００ドルと。シンガポール６万はともかくとして、香港の４

万ドルにも追い抜かれたと。中国が本土単体の中華人民共和国だけじゃなくて、華人・華僑

圏とのネットワーク型の発展にあるというところが非常に重要なわけで。 
 日本もＡＳＥＡＮ、中、韓を含む、ネットワーク型のアジアのダイナミズムの発展の中に

身を置いているんだという問題意識が、非常に僕はこれからの日本を考える上で重要だろ

うと思います。 
 対流型というコンセプトは僕も大賛成なんですけれども、もっと例えば２０３０年まで

に、昨日文科省でまさにそのグローバリゼーションの大学の会議が行われたんですけど、留

学生３０万人計画っていうのが動いていて、来訪者３，０００万人を目指すっていうことで、

ひとの動きがこういう数字がよりリアライズされたときに、この開かれた国土という考え

方がものすごく重要になってくるわけで。 
 それはただ量が増えるだけじゃなくて日本の人口が３，０００万人減るっていうサイク

ルの中で３，０００万人入ってくるっていうことは、文化摩擦的な問題さえ視界に入れて、

とんでもなく日本の社会っていうものを変えるっていう問題意識が、あるいは変えていく

んだという決意がなけりゃ、数字増えますよねっていうだけの話じゃ済まないっていうか。 
 ですからまず１つ何が言いたいかというと、アジアダイナミズムと向き合っていく日本

の国土っていう問題意識が、より鮮明に２０３０年に向けたほうがいいんじゃないのかっ

ていうのが１点目です。 
 それからもう１点が、ここもまたより鮮明に産業基盤の再構築っていうのを真剣に立ち

向かうんだっていう問題意識が、もちろん描かれているわけですけれども、どこまで深刻な

問題意識があるのかっていうのが、私の問題意識の中にあるわけですけれども。 
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 ２１世紀に入って２０００年から２０１３年までの間に勤労者家計可処分所得は月額４

万７０００円減っているんですね。年額にしてみると６０万円近く収入が減っているわけ

です、日本の家計っていうのは。 
 それをより豊かな方向に取り戻すんだっていうんだったら、例えば国土計画との関係で

いえば、出てきているんですけれども、例えば食の基盤、エネルギーの基盤をどうしていく

のかっていう産業という問題意識。 
 食３９％までカロリーベースで自給率を落としましたと。ＴＰＰに入っていこうとして

いると。それでも例えばここにあるように食料自給率を高めていって、例えば６割食料カロ

リーベース目指すんだったら、この中の資料集に出てくる平成２９年で４５０万ヘクター

ルの農地で大丈夫なのかと。 
 もっと参画型の農業っていうものを描ききって、これ描こうとしているわけですから。食

というものについてもっと確実に、要するに食の輸出力、あるいは海外からの輸入を減らす

っていう問題意識で立ち向かって日本の産業構造の基盤を安定させるんだという問題意識

がやっぱり国土計画との中においては相関としてすごく重要だと思うし。 
 さっき４万７０００円、勤労者家計の可処分所得が減ったって言いましたけど、その背景

にあるのは、２１世紀に入って日本は建設業と製造業から５００万人の就業者をサービス

業に移したんですね。そのサービス業に移したけれども、年収が１６０万から１９０万円、

製造業や建設業に比べて低いっていうことが、サービス業。 
 ですからここで何が言いたいかというと、観光ということを持ち出している重要な意味

はサービス業イコール付加価値産業にしていくっていうことをしないと、日本の産業構造

を強くするっていうことは現実的にできない。 
 工業生産力モデルだけではこの国をこれ以上豊かにできないっていう、工業生産力に立

ち向かう決意は重要だけども、技術と。 
 そういう問題意識はそこはかとなく分かっているんだっていうことを見せないと、古い

発想での国土計画を焼き直しているのかっていうことになると思うんです。 
 ですからある種の決意を込めて食の基盤だとかエネルギーの基盤をここまで持っていく

んだっていうことを意識した計画っていうことに、これ書き換えろという意味じゃないで

すよ。つまり付加価値を付けてそのニュアンスをより鮮明に出してみる努力はできないだ

ろうかっていうのが私の意見です。以上です。 
（奥野部会長） ありがとうございました。事務局のリプライは途中１回まとめて、それか

ら最後にまたまとめてお願いします。 
 その都度答えたほうがいい質問についてはまたお願いするかもしれません。 
 では坂村委員お願いします。 
（坂村委員） 私も全体感は全く共有できると思いまして。今まで出てる議論がかなり中に

入れ込まれていて良くなってきていると思います。 
 それともう１つＩＣＴに関しても、かなりたくさんいろんなところに書き込まれるよう
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になってきて、ちょっと柏木先生にまた言われちゃうかもしれませんけど、非常にきちっと

押さえているところは押さえているなというふうに思います。 
 とにかくＩＣＴっていうのはこれからも日本はやっぱり人口減少で、効率化をもっと進

めないと維持できないわけですから、そのための非常に重要なツールであって。このＩＣＴ

をうまく利用することが人口減少に対してこの国を維持できるということになるので、非

常に書く必要がやっぱりあると思います。 
 ただこうなったときに、私はもうちょっと国土交通省はＩＣＴの省庁じゃないんですけ

ど、国のＩＣＴ執務に対してもうちょっと注文付けてもいいんじゃないかなと思うような

ことはここに書いたほうがいいんじゃないかと。 
 これどういうことかと言うと、今国民共通番号みたいなもの出てますけど、結局今ＩＣＴ

システムは、かなりの地方自治体にしろ、国にしろ使っているんですけど、結構標準化がや

っぱり日本は下手なもんでばらばらなんですね。 
 ですから例えばある地方からある地方に移住しようとすると、ほとんどベースは同じよ

うな法律に基づいてやっているにもかかわらず、例えば漢字コードが違うのでなんかうま

く自分の名前が入らないとか。簡単にいけないんですよ。引っ越したときに何で簡単にいか

ないのかと。これちょっと国土の問題というよりはＩＣＴの問題だと思うんですけど。 
 もうちょっと、移動しやすくなるようになってないんですよね、日本は。そういうことは、

またいわゆる日本の中の移動することに対して億劫だなと思ったり、非常に面倒なことに

なって。 
 当然ですけど誰か亡くなったときに、もう一体どんだけ大変かっていうあれですよね。戸

籍をずっと辿ってそこまで行って、取りに。そんなものは今このＩＣＴ時代に何で１回でで

きないんだとかね。 
 そういうようなことが結構日本の場合っていうのは根付かせちゃって。移動することを

わざと妨害しているのかみたいな。どんどん億劫になっちゃうんですよね。引っ越すのって

結構重たいですよね。 
 そういうことがもうちょっとできるようにしてくれないと、今地方再生とか、いろいろの

ためにどうすれば地方に人が行くのか。東京圏集中だっていっても、いろんなそういうとこ

ろが移動しやすい国じゃないんですよ。だからもうちょっと移動しやすいスタイルでＩＣ

Ｔをやってることはちゃんとしっかりしろみたいなことを国土計画でも言って、国に対し

てもある程度ほかのディビジョンに対して言ったほうがいいんじゃないかと思いますね。 
 そういう意味で遠隔医療とか遠隔診療とか。それから遠隔教育みたいなものがやはり、ど

うして地方に行くのが嫌だっていうと、教育がよくないとか、要するに医療がちゃんと十分

受けられないなんていう不安を持つ方が多いっていうのは、これも統計、アンケートからた

くさん出てるんですよね。 
 だけどもそれもやっぱり、そういうような技術、今進歩していますから。そういうものを

使えば何ら。地方に行ってもできるような仕事、また情報関係の仕事も増えてますからでき
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るんだけど、それをやっぱり妨害している法律っていうのもあって。そういうようなものの、

もっと言うと電子的なＩＣＴ効果を最大限利用しているようなものを、国土の形を変えて

いると。そういうことで地方に人口が分散していくんじゃないのみたいなことがちょっと

あってもいいかなっていうようなことを思いました。 
 それからもう１個最後に。８ページなんですけど。国土づくりの目標が入ったのは、これ

非常にいいことだと思って。１章にこの目標を入れるのは良いんですけど、何となく後ろと

違和感があるような気がするのは、やっぱり後ろのほうを読んでいくと、人口減ってカネな

くて、コンパクトシティとネットワークやなんか先行き難しくなってきてっていうような

危機感が結構書いてあるんですよ、後ろのほうを見ると。 
 ところがここだけ見ると、あんまり危機感が伝わってこないんですよね。安全で豊かさが

実感できて経済成長が続けられて国際社会の中で存在感って言っちゃうと、何か問題がな

いように見えちゃうんですよね。 
 もうちょっと危機感っぽいものがあって、だから例えば３番も国際社会の中で存在感を

発揮って言うと、存在感って言うとすごいなと思うんだけど、下よく読むと少子高齢社会の

中でも、先進国の中でも割と早くいく国だから、ほかの国のお手本になるみたいなことです

よね。うまくやればお手本になったりモデルになるんじゃないかっていうようなことです

よね。存在感って言うとずんずんってそういう感じがしちゃう。 
 それと２番目に経済成長を続ける活力のある国と。これ当然経済成長続けていかないと

しょうがないんだけど、今や先進新興国、皆、中国ですら成長率を下げているぐらいの発表

が昨日だか今日あったぐらいですから。そういう意味でいくと高度成長というよりは持続、

継続のほうが重点を置かれるようになってきているわけですよね。 
 それは後ろを見ると、よく読むと書いてないわけなくて、そういう意味で共感できるんで

すけど、何かちょっとここの工夫がちょっとあったらいいかなと。 
 それとそうなったとしても、みんなは自信と日本人としての誇りを持って生きていける

というのが豊かさっていうとこだと思うんですよね。 
 だからちょっと何か国土づくりの目標、重要じゃないかと思うので、そういうところでう

まくやるためにＩＣＴも利用する、のＩＣＴのひと言をもっとここでも出してほしいと、ち

ょっと勝手に思っておりますが。以上です。 
（奥野部会長） ありがとうございました。今の点、ここの辺りは先ほど寺島委員がおっし

ゃったようなことと共通するんだと思いますけれども、それがここら辺で入ってきてもい

いのかなって感じがすごくしていました。ありがとうございました。 
 それじゃあ増田委員それから家田委員の順番でお願いいたします。 
（増田委員） ありがとうございます。１点目は、内容については私は結構ですが。これを

どうやって実現していくのかということをこれから考えていく、そういうステージに来て

いると思うんですが。 
 １つはまち・ひと・しごとの各自治体のビジョンと総合戦略づくりが今年の、たぶん秋ぐ
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らいまで、全部の自治体で行われます。そこにどう反映させるか。すなわち特に今回のこの

全国計画の計画期間が２０２５年までですが、各自治体で２０１５から２０１９年までの

５か年の総合戦略が全部決まります。その中でオーバーラップする部分はそこにきちんと

反映されている必要がある。 
 そうすると、この全国計画が閣議決定は夏頃のスケジュールになっていると思うんです

が、もうすぐにでも各自治体によく説明をして、最終的にいろいろな微修正はあると思いま

すけれども、その考え方をきちんと早く伝えておかないと、自治体の作業とうまく重なり合

っていかない。この辺りをいろいろ各地域で丁寧にやっていく必要があるんじゃないかと

いうのが１点です。 
 それから２つ目。大きな考え方として、対流する国土というのが非常に重要な概念だと思

うんですね。それは行政がそういうことをやる、行動するだけでなく、主体は民間がそうい

う対流する国家として動いていくということを狙っていく。 
 恐らく人の移動などもいろいろ書いてありますけれども、日本の場合には老後どこに住

もうかと、そういう人たちもちろんいますけれども、基本的に企業が転勤を命じて何なりで、

そういうことで動くのがほとんどですから。 
 要は民間がこういう対流する国家ということを捉えて、それになじむような形になるか

どうかということがすごく重要なポイントだと思うんです。 
 対流する国家というのは私も大賛成なんですが、その中で幾つか考えなければいけない。

例えば本社機能の地方への移転ですが、本社の全部を地方に移転するっていうのはよほど

の決断で、すぐにそういうことが行われるわけではない。こないだの税制でそれを後押しす

るものはあったけど、あれだけのインセンティブで動こうと決断するのは、たぶん取締役会

も通らないし無理だと思うんですね。 
 だからむしろ考えられるのは、本社機能の中であえて東京に置かなくていいようなそう

いう部門、機能を地方に移せるかどうか。購買部門だとか教育研修部門だったら、むしろ地

方のほうが効果があるっていうのがコマツの坂根相談役の話ですよ。 
 だからそういう機能、本社じゃなくて本社機能の移転ということについてどういうこと

を手段として用意できるかといったようなことをもっと深く考える必要があると思います。 
 それから、移っていくことによって新しい職が地方にできるというよりは、むしろ一番数

として考えられるのは、今もう既にサービス産業に従事している人たち。そこがいかに働き

やすい場になるのかということ。それが魅力がないがゆえに結局東京に出てくるという人

たちが非常に多いわけですから。 
 この中でも書いてありますがサービス産業の生産性の向上。これをどう実現していくか。

国土交通省の本体としてのそういう部門っていうのは、たぶん観光が一番大きな分野だと

思うんですが、これはまあ国土計画の全国計画ですから、何もそういう小さな部門だけでな

くて全てにおいてサービス産業の生産性をどう向上させていくのかですね。 
 最低賃金の問題で、どうしても若い人たちに魅力のある給料を払えないところは新陳代
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謝を図っていく。そのときに金融機関はどういうふうにそれを考えていくのかとか、いろん

な視点がありますから、これについてもっと掘り下げて実務に基づいて考えていく必要が

あると思います。 
 それから３点目は今言ったサービス産業の生産性の向上は、特にできれば若い人たちが

そこで働けるという趣旨で言っているわけですが。 
 もう１つは例のＣＣＲＣ、Ｃｏｎｔｉｎｕｉｎｇ Ｃａｒｅ Ｒｅｔｉｒｅｍｅｎｔ 

Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ。この間、まち・ひと・しごと創生本部のほうで検討が始まりました。 
 いわゆる高齢者の移住。特に地方大学、ここで最後のほうに高知大学の地域共働学部が４

月に誕生しますが、それも担い手っていうところで、例で１つ出ていますが。 
 そういう地方大学を核とした高齢者のコミュニティづくりっていうのがこれから考えら

れていると。そうたやすくできる話ではないと思いますけれども、そういう高齢者の動きっ

ていうのも対流の中で期待ができるわけで。 
 例の移住についての内閣府の調査でも、考える人はすごく増えているけども実際に行動

にはなかなか結び付いていない。山梨、長野辺りが非常に人気があるとは言いつつも現実に

はなかなか結び付いていない。それは東京の家、不動産を売っぱらって移住っていうのはな

かなか勇気いることですし、できれば２地域居住でお試し移住が手段としてできればより

良いんだろうと思いますが。 
 それとそれだけでなくてＣＣＲＣのように大学を核とした拠点もあると思います。そう

いうコミュニティづくりということをより具体的な制度設計について考える必要があるん

じゃないかと思います。 
 最後に、スーパー・メガリージョンのこと。これはまあ今後また更にいろいろ掘り下げて

いくと思うんですが。ぜひこの場合にはインフラ中心の、あるいはそこでのインフラをどう

するかっていうよりは、一番そこで大事なのは、世界的に競争力のあるビジネスがそこで活

発化できるといったような、そういう強いメガリージョンが本当に構築可能なのかどうか

という視点だろうと思います。 
 そうすると東京から名古屋、大阪まで含めたスーパー・メガリージョン、確かに物理的に

は非常に時間も距離も小さくなって可能性も一方で感じられると同時に、労働力人口をざ

っと考えてみると明らかに不足するんではないかというふうに思うんです。今現在でも６，

５００万人くらいしか日本、労働力人口ということからありませんので。 
 去年「選択する未来」委員会でいろいろ試算もしましたが、成長率２％、どうしてもなか

なか届かない。ですから労働力人口の確保の仕方とそれから生産性の向上、両方やってそれ

に届くかどうか。どちらも沈滞化するとゼロ％以下の成長になるし。なかなか制度設計とい

うか、現実味っていうのをどう考えるか。 
 そうすると女性の労働参加、北欧並みの９０％ぐらいの労働力参加も必ず必須になりま

すし、それから高齢者。そこでは５歳男女とも伸ばすという制度設計になってますが、元気

な方いっぱいいらっしゃるから５歳だけじゃないかもしれません。 
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 それにしてもそれをやってもまだ労働力人口は相当足りない。そこは生産性でカバーし

ていくということになると思いますが。 
 もう一方、ここでも少し触れていますが、海外からのヒト・モノ・カネ、情報、どうやっ

て惹きつけていくのか。 
 結局メガになって、サイズがでかくなるから魅力が増すっていうことは絶対ないはずで

すし。 
 東京がすごく魅力が増す、名古屋が魅力が増す、大阪が魅力が増すっていう。そこがきち

んとないと、メガになったら余計魅力が下がることになりかねないので、それをきちんとビ

ジネスが活発化。 
 そしてそれを支えるのは、もちろん一方でいろいろなインフラが必要だと思うんですが、

特に金融取引市場などがきちんと整備されてそういったことに耐えられるのかとか。様々

な機能と併せて必要なインフラっていうのは相当変わってきます。通信インフラだってそ

うですし。様々なインフラが考えられますから。 
 それをこれからこのスーパー・メガリージョンっていうのを一方で出して。これは要は対

流する国家でどうしてもここはやむを得ない。私も国土交通省や皆様方の立場からですと

一昨日か一昨々日、自民党の部会に確か朝出してた。いろんな方、たぶん言われてたと思う

んですよ。 
 私は対流する国家っていうことからすると、スーパー・メガリージョンとどういうふうに

両立させて説明するのかっていうこともなかなか説明が難しいなと思うし。 
 それから先ほど言ったサービス産業の活性化っていうことだと、ある程度都市的なサイ

ズの規模が要求されると思いますが、たぶん小さな拠点どうするのかとかも多方面からい

ろんなこと言われていて、結局こういう書き方になっていると思うんですが。 
 これから掘り下げるとき、特にスーバー・メガリージョンについてはやはりそこを強くす

る観点で何が必要なのか、エッジの立った、エッジの効いた検討をこれからしていただきた

いなと思います。 
（奥野部会長） ありがとうございました。それでは次家田委員、それから野城委員、鷲谷

委員、橋本委員の順番でお願いします。 
 それからその次望月委員よろしゅうございますか。 
 それでは家田委員お願いします。 
（家田委員） 長くはしゃべりませんので。箇条書３つだけ言います。 
 １点は本文３０ページ、先ほど寺島先生が言及されたところで、ユーラシアダイナミズム

なんだけども、書きぶりが明らかに足りないっていう感じがします。 
 「九州及び日本海側のゲートウェイ機能の強化を図ることが重要である」って言うんだけ

どそれだけでは大して意味がなくて、経済のエンジンになっているような地域とそこがど

ういうふうに繋がっているかっていうとこが大事で。 
 具体的に言えば関東地方を頭に置けば、日本海側と関東地方がどう繋がっているかとい
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うことが重要だし、ゲートウェイ的にいきますと、関西では最もリッチに空港があるわけで

すね。３つもってるわけです。そういうところがどういうふうにやっていくかとか。 
 今いろんなこと書き込めっていう意味じゃないんですけども、ここは検討の余地がもの

すごくあってまだまだ勉強が必要であるっていうニュアンスが、余りこう、「重要である。

終わり、また、東日本大震災後」とこう来ちゃうのがちょっと余りにも。もう一言二言余韻

を残して勉強しますっていうふうにやったほうがいいと思ってます。これ１点目。 
 ２点目ですが、同じく３０ページの下で今度はリニア中央新幹線、メガリージョン。この

話ですが、まずこの書きぶりだと若干ミスリードの可能性があるっていうのが最初の３０

ページの下３行でありまして。 
 「中央新幹線の整備は、国土構造の変革をもたらす国家的見地に立ったプロジェクトであ

り」って書いてあるんだけど、そういう側面をもってるんだけども、本来の目的は輸送のひ

っ迫した東海道新幹線のバックアップなんですね。 
 それから最も災害が集中する静岡県を直行で迂回する。それから老朽化した施設の維持

更新。東海道新幹線の。要するにトータル東海道新幹線的機能を別線を作ることによって確

保するっていう意味なんです。だけどそれは同時に国土構造の変革をもたらし得る性質を

持っているっていう理解だと思います。 
 もしこれが主文だったらそれは公共投資でやればいいんだよ。そうじゃないですからね、

と思います。 
 それから同じく３１ページの右側のページいきますと、上の６、７行くらいのところにい

ろいろ書いてあって。最後の文章は「新たな価値を創出していくことが期待される。」って

書いてあるんだけど、ちょっと書きぶりとして言うと能天気だなという感じですけれども

ね。 
 今スーパー・メガリージョンについて、いろんなことを言っている組織もあるし団体もあ

るし、勉強している人たちもいるけれども、私が見る限りどれとして常識の域を出ていない

という感じがしますよね。それはしょうがないです。５０年前に東海道新幹線を作ったとき、

誰ひとりとしてそれがどんな効果をもたらすかというのは、誰ひとりとして予見できなか

った。あれも普通に東海道線の補強として作ったんですからね。それがこんなことまでもた

らし得るって分からなかった。 
 だから率直に言えば、これはスーパー・メガリージョンとでも称すべき日本の人口の半分

を抱える大きな圏域を作ることになるけれども、そしてそれがいろんな意味で期待される

側面もあるけども、それについてはみんなが民意も含めて一生懸命勉強し、挑戦し、トライ

していこうじゃないですかと。それが日本の次の発展のチャンスであるという、何て言うの

かな、まだ未知の要素があって挑戦しなきゃいけない、みんなが力を合わせなきゃいけない

んだというニュアンスが弱いなって感じがするんですね。そこを少し付加する余地がある

と思います。それが２点目。 
 ３点目です。コンパクト＋ネットワークのところで、まず１点に申し上げたいのはコンパ
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クトシティという言葉は別に、別にっていうか全然日本のオリジナルじゃなくて外人が作

ったものでありまして。それはむしろ環境負荷の小さい、そういうまちを作るっていうとこ

ろからスタートしている面があるんですね。 
 もちろん今回言っているような意味の側面も持ちますけれども、コンパクトシティとい

う言葉を出すんだったら、それのオリジナルは誰が言ったということと、それの持つ環境負

荷低減型の、持続可能的な都市だっていうことは言及しないと。オリジナルで言ってるかの

ようなのはまずいなと思います。 
 それでそれについてちょっと言及すると、本文のほうはそんなに違和感ないんですけれ

ども、資料の２－１概要版のほうの図が付いているところでは、ちょっと違うんじゃないか

なっていう感じも。ウエートの置き方が違うんじゃないかという感じもするところがあり

まして。 
 これはページがないな。具体的方向性：①ローカルに輝き、グローバルに羽ばたく国土っ

ていうのが書いてあるページ、個性ある地方の創生、皆さんお分かりになります。 
 図が出ていて、左側２つは何か知らないけど地域の中の、地域とか都市っていう規模での

コンパクト＋ネットワークということを言ってるんですね。これはこれでいいんですよ。そ

の中でどっかの拠点的なところに、みんなが集まりやすいようなネットワーク機能を高め、

そしてその拠点的なところが密度が高くなっているように努力するっていうのは、これは

これでいいんだけど。 
 実は同時に重要なのは、恐らく僕はもっと重要だと思うのが右側の図で。よく皆さんが例

題に使う松江と米子でしたっけ。それは左側の図じゃないんですよね、右側の図ですよね。 
 コンパクトシティっていうと一個の拠点の単一核的なエリアを作りましょうっていうと

ころが力が置いてあると思うんだけど、むしろどっちかって言うとこの連携中枢都市圏み

たいなものを作ることによって、一個一個のパワーは少ししかなくても、繋ぐことによって

少々広域的な都市圏域みたいなものを作ることによってサバイブしましょうって言うんで

しょ。そうするとこの図の描き方が逆だよね、これ。と思います。 
 特にこれは都市計画のプログラムなんじゃなくて国土計画のプログラムですから、この

図で言えば一番右の図が一番大きく出るべきであってという感じがします。 
 そういう中で言うと、左のほうの村みたいなところとまち繋いでいるところの道が細い

のが書いてあって、これもネットワークでもあるし。 
 それから右側のほう、一番右側の連携都市圏の中の青い矢印で繋いでいるのもネットワ

ークなんですよね。 
 ネットワークっていう言葉やコンパクトっていう意味が、この図の中にも登場するよう

にしていただきたい。 
 ちっちゃい集落のコンパクトっていう意味じゃ一番左だし。それから市街地のコンパク

トって意味じゃ真ん中の絵だし。それから都市圏にはコンパクトになった核が幾つか多極

的に入っているっていうのがこの中枢都市圏でしょ。そこんとこぜひ、ちょっと図は直した
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ほうがいいと思いました。 
 連動してもう１つ言うと、書いてあるか書いてないかちょっと見つけられなかったんで

すけれども、この連携中枢都市圏的なものを促進するとすると、基礎自治体の一番ちっちゃ

いところが地方分権ですねと、そこが大事ですねと言っているだけじゃ、恐らく進まないの

でね。 
 実際私も東北の復興、昨日も福島行ってたんですけど、福島の１２市町村の復興という中

で、個々のちっちゃな市町村がこうしようああしようってやってて、それを束ねるような格

好でやってるんですけども。束ねるっていうのをホチキスで束ねるんじゃこれ束ねるにな

らないんでね。もうちょっと広域的な発想をもつような主体が必要なんですが。県じゃ今度

は大きすぎると。その間の組織っていうのか、機構っていうのか、制度っていうのか。そう

いうものがないと連携中枢都市圏をうまく作っていくのが難しいっていう感触を持ってい

ます。 
 だからそういう仕事がこのあと必要だなっていうことがどっか書いてあったんだったら

いいんだし、書いてないんだったら今後の課題として、中間から本番に向けてのところでお

考えいただけたらいいなと思ってます。以上でございます。 
（奥野部会長） ありがとうございました。 
 次に野城委員に発言いただいて、それから中間リプライのほうお願いできますか。野城委

員お願いします。 
（野城委員） 私も全体の方向感のほうはいいですし、また何度か指摘しましたイノベーシ

ョンっていう言葉がずいぶん出現頻度が多くなっているのはいいことかと思いますが。 
 編集的なことになりますけど、これを全部、この長い文章を読んだ方の印象として、コン

パクトと対流とイノベーションというのがどう結び付くのか、書いてはあるんですけれど

も分かりづらさがありましたので、そこを申し上げたいと思います。 
 確認なんですけれども、全国各地にはイノベーションのネタになるような地域に張り付

いている情報、知識があって、それはなかなかはがしにくくて、それがネタになって、それ

がある地域的な近接性と密度があるからイノベーションが起きていくというようなことか

ら考えますと、やはりコンパクトなところにある集積が、特異な集積があって、それがネッ

トワークで結び付いていくというようなことはそれぞれ滲み出てくるように編集をしてい

ただけるとよろしいかなというふうに思います。 
 そういう意味で例えば２２ページですけれども、地域のイノベーションということが書

いてありますが、ここではふわっとしているような。やはり前のページのほうにはしごとと

書いてありますけれども、基本的な認識は、寺島さんはじめ、皆さんがおっしゃっている、

非常に日本の置かれている状況っていうのは厳しくて、イノベーションなくしてしごとは

あり得ない。各地域でイノベーション起こせずしてしごとの創生はあり得ないという意識

から考えますと、例えば地域にどういうそこの資源があるのか、それは知識・情報と含めて。

それをどう結び付いていくかということを、もう少し分かりやすく書いたほうがいいと思
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います。 
 例えばっていう例でいくと、その地域で非常にこうすれば甘みを出せる農作物があると

いうことが、知識が張り付いていると。なかなかこれ移転しづらいわけですけれども、それ

を非常に人手をかけて生産性低く作っていると今の競争に勝てないわけですけれども。 
 例えばそれが今のセンシングの技術だとかＩＴの技術を使うと、非常にそれは効率的に

作ることができるわけで。だからそこにあるスティッキーな甘いものを作ることができる

っていう知識と、外からＩＴが入ってきてそれが結び付くとそこでイノベーションが起き

るとか。そういう事例があると、なるほどそういうことを言っているのかということで非常

に分かりやすくなるんじゃないかなと思います。 
 それとあと、２８ページ、２９ページのほうに今度大都市圏のほうの記述があるんですけ

れども。ここでオープンイノベーションっていう言葉がありますが、このオープンイノベー

ションのここに書いてあることは全くそのとおりなんですが、世界中から見て名古屋のあ

そこに航空宇宙産業に対してほかにはない集積があるからこそ、インドなりアメリカと一

緒のパートナーがネットワークでオープンイノベーションやりましょうって言ってくれる

んで。 
 ですから世界的な視野から見てそこに勝てるような、特異なオンリー１なりオンリー２

の集積を作ろうというような意味合いがあって、それでオープンイノベーションって言わ

ないと、そこにただ拠点を作ったからと言って、そもそもパートナーを組めないというよう

な意味合いのことをちょっとそこに書いていただけると、先ほど申し上げたことがもう少

し分かりやすくなると思いますのでご配慮いただければ。以上でございます。 
（奥野部会長） ありがとうございました。 
 それでは事務局のほうで１つ１つお答えいただく必要ございませんけれども、これだけ

話しておきたいということがございましたらお願いします。 
（国土政策局総合計画課長） ありがとうございます。 
 大きな方向のお話をたくさんいただきました。 
 すいません。文章に書き出すと、書いている者はどうしても、細かなてにをはばかり気に

なってしまって全体見れてなかったのかもしれませんが、そこは皆様にいただいた意見を

踏まえてもう一度見直したいと思います。 
 それから増田委員のおっしゃったリアリティを持った書き方、あるいはその具体的な手

段、それからもっと掘り下げてっていうお話ございました。 
 実は国土形成計画は中間とりまとめのところは第１部で、一番総論のところでございま

して、そのあとに各省と協力しながら施策を書いていく部分もございますので、ちょっとそ

こを書きながらできるだけリアリティ持てるような書き方ができないかということを検討

したいと思ってございます。 
 それから家田委員からいただいたお話、非常に具体的でございますので検討させていた

だきますけれども、最後の連携中枢都市圏の主体の話でございます。これは書けておりませ
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ん。書けておりませんので、どういう書き方ができるかちょっと工夫をしたいというふうに

思っております。以上でございます。 
（奥野部会長） ありがとうございました。 
 今お話ございましたようにこのあとまだ４章、５章を我々作んないといけない。 
 それでは鷲谷委員お願いいたします。 
（鷲谷委員） 専門に近いところだけコメントさせていただきたいと思いますが、２の②の

（資料２－２・３８ページ）環境と共生した国土づくりの中の生物多様性の確保及び自然環

境の保全・再生・活用と、基本的に共感できる記述になっていました。 
 それからその２つあとの④も関心の高い分野なのですが、複合的な効果をもたらす施策

の推進による国土管理というところはとりわけ重要であるので、もしかするともう少し膨

らませてもいいように感じました。 
 複合効果とか多機能性っていうのは自然環境の現状からも、人口動態予測から懸念され

ている、社会的な脆弱性が高まる可能性という点からも、今の日本では強く求められている

ものではないかと思います。 
 ヨーロッパ委員会、ＥＵは既にグリーンインフラ戦略でそのような効果をもたらす、自然

環境保全に資する生態系インフラと言えるようなグリーンインフラを重視しています。 
 世界で最も活発な火山帯の１つに位置するので、地震や津波が多いだけではなくて、日本

ではそのことも関係して標高が低くて平らな場所っていうのが非常に少ないので、人口が

低標高地に密集しています。 
 それで今後地球温暖化が進んで、海水面が上昇して異常気象が頻発するようになると洪

水リスクを中心とする自然災害のリスクが高まっていくことが危惧されるんですが、ＩＰ

ＣＣの第５次報告書で、適応策を早期に本格的に実施することの必要性が強調されていま

すが、その考え方とそういう適応策をデザインするための考え方として、リスクはハザード

という危険事象とエクスポージャー、暴露って言ってもいいと思いますが、とバルネラビリ

ティ、脆弱性の相乗効果であるというふうにとらえて、リスクを抑えていくためにコントロ

ールできるのはエクスポージャーとバルネラビリティなので、そこのところで対策をデザ

インしていくことの重要性が割合強調されているんですが、エクスポージャーのコントロ

ールは、災害にさらされやすい土地は住む場所とか常時働く場所にはしないということで

実現できて、その空間をレクリエーションを楽しんだり、自然資源、今だとバイオマス資源

っていうのも資源として重要なのかもしれませんけれども、それを採集する場に活用して

いくことにすれば、社会が全体として得られる利益は大きいのではないかと思います。 
 それは新しい考え方というよりは伝統的な知恵であって、かつての土地利用、里地・里山

の土地利用は大体そういうふうになっていたと思います。 
 例えば洪水の影響を受けやすい河川氾濫原は、葦とか荻など萱を採集するような場、ある

いは広々とした景観とかレクリエーションを楽しむ場になっていて、そういう活動ってい

うのは洪水が起きても何の被害も及ばないという、そういう意味で自然災害というのが今
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よりずっと少なかったと思いますが。 
 そのような形のグリーンインフラストラクチャーの現代の成功例としてはオーストリア

の首都ウィーンを洪水から守る上で重要な役割を果たしている、ドナウアウエン国立公園

というのを挙げることができると思います。 
 ここで説明するまでもないかもしれませんけれども、ドイツのシュヴァルツヴァルトを

源流としていますが、ヨーロッパでも２番目に長い流路延長を持つ河川で、１６か国を流域

に含んでいて３か国の首都ウィーン、ブラチスラヴァ、ブタペストはみなドナウ川河畔にあ

ります。源流域には冬は雪が多いですから、春になるとその雪解けで古くから度々洪水が起

こる場所でした。 
 ウィーンは１９世紀から洪水対策が本格的に進められてきましたけれども、第２次大戦

後に中心市街地が水没してしまうような大洪水を経験したことから対策が一層強化されて、

その際、ロボット工学的な対策に加えて、遊水機能をもつ氾濫原の保全と再生っていうこと

が重視されて、その流れで１９９６年に、ウィーンを含んでいるんですけれども、氾濫原に

ドナウアウエン国立公園が指定されたんですが。ウィーン市内を含む長さ３６キロメート

ルで、面積は９，３００ヘクタールの公園です。 
 そこはウィーンを洪水から守る機能だけではなくて、氾濫原特有の自然がそこにはあり

ますので、オジロワシとかユーラシアカワウソ、日本ではカワウソはもう絶滅してしましま

したが、ヨーロッパではユーラシアカワウソがまだ残っていますので、そういう絶滅危惧種

を含む数千種の動物の生息の場にもなっていて。ウィーンの観光について調べてみれば分

かると思うんですが、ウィーン観光において自然を楽しむ拠点にもなっています。 
 ２０１３年の６月にドナウ川の大洪水っていうのがありまして、オーストラリア領内で

もザルツブルグが浸水してしまうような被害があって、ウィーンでも記録を取り始めて以

来最大の流量が記録されているんですが、市街地の浸水は免れて堤外地のカフェとかレス

トランが被害を受けただけでした。 
 そういう手法っていうのもあるということなんですが。オーストリアなどヨーロッパの、

これから地球温暖化が進みますとやはり洪水というのは増えてくるわけですけれども、そ

の対策として、特にオーストリアで重視されているのは適正な土地利用でして、今ハザード

マップが各国の協力の下に作られています。 
 そういう世界のいろんな優良事例からも学んで、日本の実情に合わせた形で記述すると

いうことも必要なのではないかと思いました。以上です。 
（奥野部会長） ありがとうございました。それでは続いて橋本委員お願いいたします。 
（橋本委員） 全体的の基本的な方向感に余り異論はございませんので、具体的に細かく修

文をお願いするということではございませんけれども、少しコメントをさせていただきた

いと思います。 
 １つは計画の目標ということでございますけれども、まさに全体の冒頭の書き出しにあ

りますように、今回やはり人口減少や災害対応という、課題解決型と言いますか、若干守り
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のイメージも強いものになっている面はあると思いますけれども。 
 同時に成熟化した新しい社会を目指していく。あるいは技術や産業の付加価値化という

流れを踏まえて、価値創造型と言いますか、未来志向型の少しポジティブな攻めのメッセー

ジというのが期待されておるんじゃないかという感じを持っておりまして、ぜひそういう

点もあわせて打ち出していっていただければと感じております。 
 ご案内のとおり、企業のほうも足元の目標やリストラということを超えて、少し長期的に、

本来企業が目指すべき目的とか志というのももう一度確認して、それに向けて新しい価値

を生もうという動きが非常に出だしておりますので、まさにそういう動きを後押ししてい

けるような計画になればいいんではないかというふうに思っております。 
 それからもう１点実現の手段という点でございますけれども、そういう長期ビジョンを

確実に実現するための仕組みというか手法というか新しい政策手法についての方向性とい

うのもいろいろなところに示されているという印象を持っておりまして、まさにそういう

実現手段の仕組み革新についてのポジティブなイメージもぜひ出していっていただければ

というふうに思います。 
 ちょっと２、３例だけ申しますと、例えばコンパクトシティにつきましてもこれは機能の

集約化だけでなくて、やはり新しい都市をイメージするということにあるわけですが、実現

推進主体としては、先ほど家田先生もおっしゃってましたように、自治体単位ではなくて今

後は地域連携、公・民のパートナーシップで新しいそういうプラットフォームをテーマ単位

で柔軟に作っていくということが恐らく非常に重要になると思います。 
 ただ一方で地方創生のほうも基本的には自治体単位で動いていくという従来の枠組みも

ベースにするというところもあるわけでして、新しいそういう実施主体や実現のための枠

組みについての方向感を、今後に繋がるようなものを１つ示していければという印象をも

っております。 
 それからもう１つ、産業創造についても地域産業の問題は基本的には企業の再編・再生と

いった面が大きいわけですが、これも企業の連携の中でイノベーションを起こしていくと

いうポジティブなメッセージ入れていただいているのは大変いいことだと思います。 
 ただ一方でそういった動きをサポートする、産業サポートのあり方については従来の工

業団地や企業立地助成金というようなハードの画一的な仕組みというのでは限界がありま

して、もう少しソフトを重視した新しいサポートの仕組み、民の動きを公が一緒に受け止め

ながらともに作りこんでいくような、少し柔軟なオーダーメードの、そういうイノベーショ

ンの場を作っていく、あるいは人材や知的拠点の形成というような、要はかなり新しい発想

の産業サポートのしかけをいかに転換して作りこめるかということが非常に今後求められ

てくるんではないかというふうに思います。 
 観光のＤＭのような民間主導のサポートの組織づくりのような萌芽的な動きが幾つか各

地域で出ていますけれども、やはりこの辺の産業についても仕組みづくりという点につい

ては今後の課題が大きいと思っておりまして、ぜひそういう方向感をポジティブに示して
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いただければと思います。 
 全体的に国土計画はやはり攻めと守り、冒頭申し上げた。それから東京と地方がスーパ

ー・メガリージョンとその他地域というような、ある意味二律背反になるようなものの解を

最適解を求めていくという大変難しいテーマではないかと思っておりますけれども、全体

的にはバランスをとりながらまとめていただいているような印象を持っております。以上

です。 
（奥野部会長） ありがとうございました。続いて望月委員、柏木委員、藤原委員それから

佐々木委員の順番でお願いできますでしょうか。望月委員お願いします。 
（望月委員） 私の立場からは最初から申し上げているんですけど下から目線つまり計画

とか実現性を自分ごととして考えられるかという視点で見てきています。 
 今回のとりまとめもそういう視点で見返したときに、ちょっと重箱の隅みたいなことを

言ってしまうかもしれないんですけど３点ほど感じたところを話します。 
 まず第１点は、ライフスタイルの多様化というのが、最初の国民の価値観の変化というと

ころで書かれています。この部分は後段のいろいろな施策に対し重要なところになってく

ると思うんですね。 
 そのところが簡単に「国際志向」と「地域志向」という言葉で表されていますが、これが

的確かなというのがあります。 
 特に国際志向という言葉に替えて何か○○志向を作ってもらえるといいなと思いました。 
 というのはそもそも、グローバルな競争社会の中でばりばり働く魅力を感じる生き方と

そうじゃない対極の生き方の価値軸と、大都市に住むのか地方に暮らすのかというと軸は

全く違うと思うんですね。その２軸に合せて何とか志向を出していくのだとすると、国際志

向と言ってしまうとそこが重ならない感じがします。何とかここで言いたいことをもう少

し端的に言えないか。 
 たぶんここで言いたかったのは従来の画一的な都市生活スタイルみたいなものにはとら

われないで、国際都市でばりばり働くから田園志向までの多様なスタイルが求められてい

る。それぞれ豊かな生活を求めるという意味で選択肢の幅が広がっていることを言いたい

のであれば、その極と極を表すのに国際志向と地域志向というのはどうもしっくり来ない

ということです。 
 また、ここの段のところで、本当に直しをしておいていただいたほうがいいなと思ったの

は、ライフスタイルの多様化の５ページのところの地域志向の話の後半のところです。女性

の社会進出と高齢者の増加の中で、「高度経済成長期に形成された都市に」云々から始まっ

て「女性の社会進出や若者の就職難等により崩壊し」という文章があります。ここの前後の

論旨が繋がらない。何を言いたいのかをはっきりさせ、それから後半に繋がってくる伏線と

して重要なポイントをもっと取り出すべきだろうというふうに思いました。それが第１点。 
 がらりと話が変わりまして、国土づくりの目標ですが、再三皆さんのほうからも出てきて

いるんですけれども。掲げられた３つの目標が同列なのか疑問です。ここもストーリーとし
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て何か書けないかなと思いました。 
 というのは１番目の「安全で、豊かさを実現することができる国」が国づくりの大きな目

的だとすると、２番目の「経済成長を続ける活力のある国」というのは戦略であり手段だと

思うんですよね。そして最後に結果として「国際社会の中で存在感を発揮する国」となるこ

となので、内容が違う目標が並列されているということにちょっと違和感を感じて。要する

に何を目標としてるのかをもう少し示せたらいいんじゃないかなというのが第２点目。 
 第３点目は、これも委員の皆さんから出ています、スーパー・メガリージョンの話です。

簡単に言ってしまうと、時間距離が短縮されてメガリージョンが形成されることで具体的

に国土構造の変革がどういうことなのかを見えないにしてももう少し書き込んでいかない

としっくりこないということです。 
 つまりリニアができりゃ国際競争力が増すのか、リニアができりゃ対流が重層的になる

のかという、そんな単純な話じゃないということは皆さん再三言っているんですけれども。 
 じゃあそれぞれが、大都市圏なり地域なりが、どれだけ動き始めるのかが見えてこないと

スーパー・メガリージョンの国土構造の変革というのは説明できないと思うんですよね。 
小さな対流から大きな対流までリアリティのある姿をどう描くのか。全部ここに含まれて

いる話だとは思うんですけれども、そこが要するにメガリージョンを、その力を発揮させる

ために最も必要なポイントだというところに戻らなきゃいけないんだろうと思います。 
そういうところに言及していかないと可能性だけが拡散していってしまうということにな

るので。いかに足元を固める作業をしていくかということがポイントだということをその

中に書き込んでいく必要がある。 
 それから将来、可能性としてすごく広がっているから時間軸できちっと、ＰＤＣＡで確認

していく必要があると思います。 
 その中ではっきりできることとできないことをチェックし、勇気ある撤退も戦略として

必要だと思うんですよね。 
 可能性があって何でもできると言いっぱなしにならないようにすることが必要かと思い

ました。 
 全体としてネガティブなことになかなか触れたがらない、今のリニアに関してもそうな

んですけれども。全体的な話として、今までも話が出てきたんですけど、人口減少の中で全

てがこのまま生き残るということじゃないですよね。 
 いかに上手に地域を畳むとか、捨てるっていう言い方はおかしいんですけど、片付けなく

てはいけないということは起こり得るということは、皆さん承知していることだと思うん

ですね。 
 そのことをタブー視したがるというのはかえってよくないんじゃないかと思いました。

タブーというか、してはいけないことはむしろ畳むとか捨てるとか諦めるという言葉のこ

とじゃなくて、上から目線の経済合理性だとか今までの価値の延長線上で切っていくって

いうやり方が問題なのであって、自分たちの地域は自分たちのこととして、自分たちで決定
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するという中で、このような言葉もタブー視しないで解決していくっていう姿勢は必要か

なと思いました。 
（奥野部会長） ありがとうございました。柏木委員お願いいたします。 
（柏木委員） エネルギーの観点で少しだけコメントをさせていただきます。 
 この中間とりまとめに関しては、あるべき姿というかこれからの国土形成のあるべき姿

が広く書かれていて、エネルギーに関してもまだ不満はありますけれども、一応４２ページ

にエネルギーインフラの充実ということで書いてある記述がありますので、国土形成計画

の中にエネルギーが１つの一角を占めてくる。一体化して国土の充実を図っていくという

ことに関して、明確になりつつあったと思っています。 
 コメントですけれども、これからはキーワードはやはり多様性とコンパクト化とネット

ワークと強靱化だとおもいます。このキーワードでこれからの国土の形成をしていくとい

うことになりますと、どういう形でコンパクト化を図っていくか。無理やりコンパクト化っ

ていうのはできないので。ある一定のゲノムのようなものを投入していく必要があるだろ

うと思ってます。 
 私はそれがある意味では、公共事業あるいはインフラ改革に繋がっていく。そういうこと

を今度最終報告書の中でどうやってこれを実現するかっていうノウハウをきちっと明記し

ていく必要があると思ってます。 
 エネルギーの観点からもし言うとすれば、例えば公共事業は今までは例えば道路、箱物そ

れから土木、こういうものが国１つの国土形成の基盤になっていたように思います。けれど

も、合理的でコンパクトでスマートな分散型システムが入って、強靭化なエネルギー構造を

作っていく都市、コンパクトシティを作っていくためには、やはりもう既にガスパイプ、あ

るいは電力の送配電システムは充実してますから、今最も世界の中で欠けているのが、その

他の導管をどういうふうに引くかです。 
 導管を引くことによって分散型電源も自然に入っていきますし、それが入ることによっ

て非常に強靭なシティができてくる。見守りサービス等もできますし、高齢化社会に対して

も極めて安心・安全が担保できるようになってくる。 
 ですからゲノムとしては例えば、熱導管があります。ごみ焼却炉と市庁舎の間を熱導管で

繋いでやるということによって、自然にそこの地域、そこの周辺がコンパクト化してきて、

エネルギーの合理的な移動が、対流が起きてくるというふうに思うわけであります。 
 そういう意味で特に国交省ですから公共事業、インフラ改革、それに伴って自治体改革っ

ていうことを総務省と一緒になって行っていかないといけない。自治体がそういうことを

ある程度率先してやるような形に持ってこないと、誰もやりたがりませんから。そういうこ

とをすれば民間の投資を喚起できるようになり、地域の活性化に繋がってきて、それがまた

コンパクト化を進めていくになる。 
 最後はそれを１つまとめれば、まちづくり改革ということをこれからどういう時系列的

に図っていくかというのが重要なんじゃないかと思いました。 
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 特にエネルギーとＩＣＴというのはもう一体化した時代になってきますので、ローカル

エネルギーを取り込んである意味では自治体改革、あるいはまちづくり改革の一環とする。

例えば、ドイツでは９００くらいあると聞いてますけど、光と影があることは周知してます

が、シュタットベルケという都市公社というか都市株式会社があります。要するに生活総合

支援株式会社みたいなものを地場産業が図っていくことによって、まち・ひと・しごととい

う三者の連携が可能になってくるような気がしますので、そのノウハウをもう少し噛み砕

いたものを最終的なものに入れていただければ、非常に分かりやすい報告書になっていく

んじゃないかと思います。以上です。 
（奥野部会長） ありがとうございました。それでは藤原委員お願いいたします。 
（藤原委員） 今回の中間とりまとめの案でありますが、都市と農山漁村の相互貢献による

共生を大きく位置付けていただいたと、都市と農山漁村が対立することなく相互貢献によ

って共生しながら国土全体の発展を図っていくということがよく明記されておりまして、

これについては改めて感謝申し上げます。 
 またコンパクトや小さな拠点に関しましても、集落の居住機能の集約までも本来の目的

とするものではないということを明記するとともに、小さな拠点は集落住民の定住環境の

確保という守りの機能とともに、地域資源を最大限に生かした新しい価値を創造する攻め

の機能も有する場であるということも謳ってありまして、大変これについては感謝を申し

上げます。 
 あと第２章に関してであります。東京一極集中の是正の部分で、現在東京に存在する国や

民間の企業の施設、機能等を地方へ移転、分散しまして、それに伴う地方への移転を促進す

ることを考えられるとしておりますが、考えられるという消極的な意見ではなくて、こうし

た抜本的な対策は相当な国の権力が必要でありますので、非常にこのような表現では実現

が困難であるかと思いますので、積極的に促進する必要があるぐらいの強い表現力をもっ

たほうがいいのではないかと思います。 
 次に３章の地方創生の関係でありますが、先ほど増田先生も言いましたが市町村は総合

戦略に取り組み中であります。地方創生について繰り返し言われているように地方創生の

主役は市町村である。地域の抱える課題は様々であり、またその解決のため、地域資源にも

多様性があることからそうした地域の実情に最も詳しい市町村が、実効性のある目標と施

策を速やかに立案して着実に実行していくことが不可欠であるという目標を持って、市町

村はその覚悟で今取り組んでます。 
 １８ページの「個性ある地方の創生」の「目指すべき地方の姿」のはじめのほうに、こう

した地域づくりを進めていくためには地域の実情に最も詳しい市町村が主体となって、地

域の抱える様々な課題について様々な地域資源を活用し、実行性のある施策を実施してい

くことが必要であるというようなことを前段に付けていただければ、これも非常に元気の

出る文章になるかなと思います。 
 それから先ほど寺島先生が国民食料自給率の問題がありました。いつになっても当初国
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が定めた５０％には到底到達しないわけでありますが、これについて私は国民自給力とい

うものを相対的に考えていったほうがいいのではないかと思います。 
 本当にそういうものをしっかり分析して出していけば、もう少し国内生産力や嗜好にあ

った食物の生産ができるんじゃないかと。単純に自給率だけではなくて、相対的な自給力の

率みたいなものもどこかで考えていけば、農村も力が出るところもあるかと思いますので、

その辺もまた再考していただければと思います。以上です。 
（奥野部会長） ありがとうございました。それでは佐々木委員お願いいたします。 
（佐々木委員） 文章も大変分かりやすく整理されておりますし、よくまとめていただけた

と思います。お礼を申し上げたいと思います。 
 また文章のほうも未来志向が盛り込まれておりますし、やはり問題点ばかりを挙げるの

ではなく、それを解決したらこういう世界が待っているという希望を書いておくのは非常

に大事なことだろうと思っております。 
 その上で産業界のほうから４点ほど気になるところと言いますか、反省も含めて申し上

げたいと思います。 
 第１点はＩＣＴの活用についてです。ＩＣＴのシステムを一生懸命整備しても、実はこの

システムを利用する側の、いわゆる企業で言えば業務の仕組みが整備されないとなかなか

これが利用できません。 
 恥ずかしながら我が社でも、近年この問題が非常に大きくクローズアップされています。

それこそ何千億というＩＴ予算を組んでいながら、なかなか業務の効率化ができないので、

なぜかと考えてみると、そもそも業務構造が論理的ではないものを、論理的なＩＴで処理し

ようというのが難しいということなのです。 
 ですから、テレワーク等が今後展開される際には、まず日本独特の根回し文化ですとか、

暗黙知で業務を進めるといった企業文化をまず抜本的に変えなければ、せっかく素晴らし

いＩＣＴが提供されても、その効果は非常に低くなる恐れがあります。 
 これは企業の中で努力すべきであるとは思いますけれども、国家的プロジェクトとして

運動論的に展開することが大事ではないかと思っております。 
 結果としてホワイトカラーの生産性が上がれば、日本企業の国際競争力も格段に向上す

るのではないかという期待ももっております。 
 それから、これは何度もしつこく申し上げてきたことですが、国土は産業の基盤であると

いうことです。道路、港湾、鉄道、航空といった既存のインフラの結節点の強化について、

しっかり書いていただいており、大変ありがたいと思います。 
 その中でも特に、ミッシングリンクの早期解消によって、格段の効率化が期待されます。 
 そしてその結果、国際的に遜色のない物流コストが達成されれば、先ほど申し上げた国際

競争力の強化に多大な効果があるものと期待をしております。 
 また、エネルギーについて、特に水素エネルギーについて言及していただきました。水素

は何からでも作れるということで、エネルギーセキュリティの観点から非常に重要性が高
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いと思います。 
 電気に比べて貯めるだとか運搬するというための設備投資も非常に少なくて済むという

利点がございますので、ぜひ課題としてどこから水素を作るか、どうやって作るか、いかに

安く作るかといった研究を、ぜひ加速していただけたらと思っております。 
 それから最後に、地方の活性化のために、ぜひ企業側の力を使っていただきたいというこ

とです。 
 例えば人口の減少により、国土の荒廃が懸念されるような中山間地区の環境維持に、企業

の力が使えるのではないかというようなことが考えられます。 
 そのためには従来型の工業団地的な誘致ではなく、環境保全や生物多様性にどのように

貢献できるかという基準を設け、それに合致する企業に優遇措置をしていただき、中山間地

に研究所などの環境にやさしい製造業を誘致していただく。これによって働く場もできま

すし、人が入ることで周りの環境整備に力が発揮できるのではないかとも考えております。 
 ぜひそういう点もご考慮いただいて、今後の計画に反映していただければ幸いでござい

ます。以上です。 
（奥野部会長） ありがとうございました。４点ご指摘いただきました。第１点は極めて衝

撃的な発言であったというふうに思っております。ありがとうございました。 
 事務局のほうでこれだけは言っておきたいということがございましたら、後半の部分に

ついてご発言いただけますでしょうか。 
（北本審議官） 審議官の北本でございます。 
 今日は本当に貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。大体大筋はこん

なところであろうということかなと。 
 ただ書き足りない点、あるいは違和感のある点、あるいはもう少し気合い入れて書けみた

いなところもあったかなと。熱をこもってないっていうようなところもあったかなと思い

ます。 
 いろいろなご意見大変ありがたく頂戴いたしまして、今後どんどん肉付けなりしていき

たいと思います。 
 それから進め方についても幾つかご意見いただいたと思います。そういったことも今後

十分参考にさせていただきながら進めていきたいと思います。 
 どうもありがとうございました。 
（奥野部会長） ありがとうございました。 
 今日の皆さんのご意見伺っておりますと、大体これで共有していただいているというふ

うに思いますけれども、これを本部会の現段階、これからも議論は続いていきますけれども、

での中間まとめとして早く発表したほうがいいというスタンスだろうと思いますので、そ

ういうふうに理解させていただきたいと思います。 
 それで本日いただきましたご意見、これは早い段階で極力この中に取り込んでいただき

たい。先ほど審議官からご発言ございましたけれどもそういうことですね。極力取り込んで
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いただく。 
 それを私のほうで確認させていただいて、直ちに発表するということにさせていただき

たいというふうに思いますがよろしゅうございますでしょうか。 
（一同） はい。 
（奥野部会長） それではそういうふうにさせていただきます。 
 ２４日に第１６回の国土審議会が予定されておりますので、そのときに私のほうから中

間報告ということでさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 
 それでは次議題の２。事務局からご説明お願いします。 
（総合計画課国土管理企画室長） それでは議題の２番目、国土利用計画についてでござい

ます。今回国土形成計画に並びまして国土利用計画についてもご審議をお願いをしてござ

いまして。今回利用計画にとりましてその第１回目となりますので、骨子を提出させていた

だいております。 
 まず資料３－１をご覧をいただけますでしょうか。国土利用計画について簡単に概要を

記述してございます。 
 まず左上でございますけれども、元々は土地の乱開発等を抑制するために昭和４９年に

国土利用計画法が制定をされておりまして、これに基づきまして国、それから都道府県、市

町村それぞれで国土利用計画を作るということになってございます。 
 右側に参考としまして、国土形成計画との関係を整理してございますけれども、両者は一

体となって作成をされまして、両者相まってそれぞれ目的を達成をするというのが法律の

建て付けでございます。 
 国土利用計画は国土の利用に関してはこれを基本とするということになってございます。 
 その左下でございますけれども、今の第４次の計画の概要が書いてございますけれども、

構成だけ申し上げますと大きく３点ございます。 
 １つは国土利用の基本方針。これが記載事項の大部分になります。 
 それから２番目に地目別面積目標としまして、例えば農地であれば基準年から目標年ま

でどれぐらい増やすのかという、具体の目標を記述ことになってございます。 
 それから３番目としまして必要な措置の概要。これを達成するためにはどうするかとい

う。この３点でございます。 
 これにつきまして、本日は骨子としましては１番目の国土利用の基本方針、それから必要

な措置の概要について骨子を作ってございまして、地目別面積の目標につきましては今回

のご議論等も踏まえましてどういう目標にするのかというのを後日お示しをしたいという

ふうに考えてございます。 
 続きまして資料の３－２は骨子のポイントでございますので、これはお手元に置いてい

ただきながら資料の３－３第５次国土利用計画（全国計画）骨子（案）でご説明申し上げま

す。 
 まず１番目が国土の利用に関する基本構想でございます。（１）国土利用の基本方針。ア
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の総論に続きまして、イで国土利用をめぐる基本条件の変化と課題。まずこれ課題を整理を

してございます。 
 （ア）としまして、本格的な人口減少に対応した国土管理が必要ということで、人口増加

期には土地需要がございますので開発をどう抑制していくのか、土地をどう利用調整して

いくのかという課題から、人口減少になると縮退をしていくということで、国土をどう管理

していくのかということに課題が移っていく。あるいはそういう機会を利用して、むしろ国

土の利用の質を高めていくと。こういう視点でございます。 
 それから（イ）としまして、国土の適切な管理と土地の有効利用が必要ということで、例

えば都市につきましては空き地、空き家の増加。農地につきましては管理水準の低下。森林

につきましては必要な施業が行われない森林の存在等々記載してございます。 
 それから（ウ）としまして、自然と共生した持続可能な国土づくりが必要ということで良

好な自然環境の喪失・劣化。あるいは４番目のポツで里地里山等における地域資源の持続的

な利活用への障害等々記載してございます。 
 それから（エ）としまして、災害に対し粘り強くしなやかな国土を構築する必要というこ

とで。これは特に下から２つ目でございますけれども、災害リスクの高い地域に人口が偏在

しているという、そういう問題意識でございます。 
 それからウとしまして、そういう課題を踏まえまして国土利用の目指すべき方向でござ

いますけれども、これを踏まえまして『適切な国土管理を実現する国土利用』、『自然環境と

景観を保全・再生する国土利用』、『安全・安心を実現する国土利用』。この３つを目指すべ

き方向と考えてございます。 
 具体的にはその下の（ア）でございますけれども、まず国土管理につきましては１つ目の

ポツの都市のコンパクト化。２つ目のポツの農用地の確保。３つ目のポツの森林の整備・保

全等々。あるいは最後のポツにございますような、所有者の所在の把握が難しい土地への対

応。こういったことでございます。 
 それから（イ）自然環境と景観を保全・再生する国土利用でございますが、１つ目のポツ

のグリーンインフラの取組の推進。それから２ページのほうにまいりまして、冒頭でござい

ますけれども、自然環境・景観の保全・再生等々でございます。 
 それから（ウ）安全・安心を実現する国土利用ということで、１つ目のポツの災害リスク

の高い地域の土地利用を制限をすること。あるいは３つ目のポツの逆にそういう地域から

安全な地域へ居住を誘導していくこと。こういったことでございます。 
 それから（エ）と（オ）はそういうものを実現するための方策でございますけれども、ま

ず（エ）多面的な国土利用と選択的な国土利用でございますが、人口減少、財政制約が進行

する中でどう国土管理をしていくかということでございまして、今まで申し上げた３つの

視点を重ねた複合的な利用をしていく。あるいはむしろその開発圧力が低下する機会を利

用して新たな用途を探したり、あるいは管理コストを低減させるということも踏まえて国

土管理を持続していく。あるいは国土利用の質を高めていく。こういったことでございます。 
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 （オ）はそういった取組をする主体でございますけれども、地域が主体となってやってい

ただく必要があるということでございまして、地域の特性や住民の合意形成を通じた土地

利用の調和を促進していくと。国はそれを支援をしていく、そういった例でございます。 
 エとオはある種留意事項でございまして、国土形成計画と連携をしていく、あるいは地方

分権の進捗状況等々を踏まえていくということでございます。 
 次に（２）としまして、そういうものを踏まえた、地域類型別の国土利用の基本方向とい

うことで、都市、農山漁村、自然維持地域とこの３つにつきまして整理をしてございます。 
 都市につきましては災害リスクの高い地域の都市化進展の抑制。あるいは４番目のポツ

でございますけれども、空き地、空き家等の有効利用等々でございます。 
 農山漁村につきましては例えば２つ目のポツでございますが、農地の集積・集約化。ある

いは農用地の良好な管理。５つ目のポツの森林の整備・保全等々でございます。 
 ３ページにまいりまして自然維持地域でございますけれども、１つ目のポツの自然環境

を保全すべき地域の適切な保全・再生等々でございます。 
 それから（３）としまして、利用区分別の国土利用の基本方向ということで、今度は土地

の用途別に整理をしてございます。農地、森林、原野等でございますけれども。 
 例えば農地につきましては３つ目のポツですけれども、農地中間管理機構や農業生産基

盤整備等を活用した農地の集積・集約化の推進。 
 イの森林につきましては、２つ目のポツでございますが、所有者の責任で適切に整備・保

全をする。あるいは公による整備保全。企業等多様な主体による整備・保全。こういったこ

とを書いてございます。 
 それからウの原野。これは前回の計画までの採草放牧地等を含みますが、貴重な自然環境

を形成しているものは保全を基本とし、劣化している場合は再生等々でございます。 
 以下エ、オにつきましては水面・河川・水路それからオについては道路について記載をし

てございます。 
 それからカの住宅地につきましては居住の中心部や生活拠点等への誘導。あるいは災害

リスクの高い地域における整備の抑制等々を記載してございます。 
 ４ページにまいります。キの工業用地でございますけれども、これは必要な用地の確保と

ともに２つ目のポツで跡地についての有効利用等々を記載してございます。 
 それからクのその他の宅地、これは主に商業用用地でございますけれども、例えば３つ目

のポツで公共施設については建て替え等の機会もとらえて安全な地域での立地を促進する

ということでございます。 
 それからケの公用・公共用施設。これは学校、公園等々でございますけども、必要な用地

を確保するとともに安全性にも留意をしていくということでございます。 
 それからコの低未利用地。これは工場跡地、あるいは耕作放棄地についてもできるだけ再

利用、再生をしていくということ。 
 それからサの沿岸域でございますけれども、海域、陸域一体となって総合的に利用を図っ
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ていくということでございます。 
 ５ページは面積需要、要するに規模の目標でございまして、これにつきましては基本的な

方向が定まりましたのちに、どういう目標にしていくのかという数字をお出しをしたいと

思っておりまして、現在は空欄になってございます。 
 最後６ページでございますが、これを実現するために必要な措置の概要ということでご

ざいまして、ここも項目のみご紹介を申し上げます。 
 （１）が土地利用関連法制等の適切な運用。それから（２）、（３）、（４）が先ほどの３つ

の方針に対応します、安全、国土管理、自然環境の保全・再生でございます。 
 それから（５）が土地の有効利用の促進。（６）が土地利用の転換への適正化。（７）が国

土に関する調査の推進ということで、引き続き調査等が必要ということでございます。 
 それから（８）が計画策定後、モニタリング等で行ってまいりますので指標の活用をする。

あるいは地域の自主的な取組を支援をしていくということ。 
 （９）が国土の国民的経営でございます。以上でございます。 
（奥野部会長） ありがとうございました。何かご質問等ございましたら。よろしゅうござ

いますですね。ありがとうございました。 
 それでは、本日の計画部会第７回の審議、以上とさせていただきます。どうも長時間あり

がとうございました。 
（家田委員） ちょっといいですか。今の話題なので。 
（奥野部会長） どうぞ。 
（家田委員） 前回もいつもそう、前回って今回のっていうかその前の形成計画もそうなん

だけど、国土形成計画のほうは一生懸命議論するけど国土利用計画のほうはいつも取って

付けたような話で。なんか大事なことやってそうなんだけど、大したことないもんね、みた

いな説明なんですけども。一言だけ言わせていただきたいと思いまして。 
 先ほどの形成計画のプランの中でも、最後の３７ページ。地籍調査の推進は重要であるっ

て書いてあるんだけども、例えば今の利用計画のほうもよく読むと書いてあるんですね。 
 だけどフォローアップっていうのはやっているのかと。それでちゃんと着実に何パーセ

ントまで推進しましょうなんていう目標は聞いたこともないし。国土交通省の政策目標の

中で何パーセントまで５年でやりますなんて聞いたこともない。そんなこともちゃんとや

らなきゃいけないし。それが韓国は数年前に全部終わったっていうような話も聞くし。もっ

と力強く位置付けなきゃ大都市で災害が起こったときなんて復興なんてできっこないです

よ。 
 それからもう１つは前も申し上げたけれども、代変わりしたときに登記の制度が必ずし

も義務化してないから土地が分からなくなるという、死蔵化とか不明化っていう問題があ

るでしょう。それについてもっと明確に位置付けて、それによってできないことがある。国

土が３８万平方キロあるって言うけれども実は事実上使えない土地が増えつつあると。そ

れに対してきっちり話を付けましょうというのを、国土形成計画なり利用計画に入れなか
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ったら根本中の根本をやらないで、なんかきれいごとみたいなことだけ言ってるっていう

ことになると思うんですよ。ぜひそれを重視していただきたいと思います。 
（奥野部会長） ありがとうございました。今の。どうぞお願いします。 
（長谷川土地・建設産業局次長） 土地・建設産業局の次長でございます。 
 地籍調査でございますが、これにつきましては国土調査法に基づきまして地籍調査進め

ておりまして、国土調査１０カ年計画という閣議決定した計画をもって、１０年間にどれだ

け地籍調査を推進していくかという計画をもって進めているところでございます。 
 したがってそちらの体系でどれだけ今後１０年間で進めていくというものは決めており

まして、現在第６次の計画で進めているところでございます。 
（家田委員） 失礼。それは知らないで言ってました。 
（長谷川土地・建設産業局次長） 恐縮でございます。そういうことでございまして、そう

いう地籍調査はそういう形で進めているんでございますが、ぜひ国土形成計画にも記述さ

せていただいているところでございますし、国土利用計画におきましても併せて、これを踏

まえて、積極的な推進ということで。 
（家田委員） そうすると登記法の改正というのも目標にしてほしい。 
（長谷川土地・建設産業局次長） これは法務省の話になるかと思います。 
（家田委員） そうだけど、国土形成とか国土利用を考えている部署から言えば、あれがだ

めだからだめな計画や実施しかできないってことじゃ。知りませんじゃ済まないでしょ。だ

からノーコメントってわけにはいかないでしょ。 
（松 政策統括官） その点も、登記法の改正まではちょっとあれですけど、法務省も一緒

になって勉強会を。 
（家田委員） 勉強を進めるべきでもいいからさ。明記してくださいよ。 
（松 政策統括官） それは書かせていただいておりますので。進めます。 
（奥野部会長） よろしゅうございますか。私も地籍調査については、ちゃんと協会の草を

刈っとけと言われてるんだけれども、とてもそんなこと言えません。 
 それでは以上にさせていただきまして、今後のスケジュール等々お願いします。 
（国土政策局総合計画課長） どうもありがとうございました。次回の計画部会につきまし

ては、資料４にもございますとおり、４月２１日火曜日、午後４時から６時までということ

で開催させていただきます。会場等詳細につきましては後日改めてご連絡をさせていただ

きますのでよろしくお願いをいたします。 
 また本日お配りいたしました資料につきましてはそのままお席に置いておいていただけ

れば後ほどお送りをさせていただきます。 
 本日はどうもありがとうございました。 


